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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年６月24日に提出いたしました第102期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）有価証券報告書に添付し

ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部

に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するために、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

　

２ 【訂正事項】

2022年６月24日付　独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2022年６月24日付　独立監査人の監査報告書

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
(訂正前)

 
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(省略)

監査上の主要な検討事項
(省略)

3月に計上されたエクステリア製品の売上高の計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

(省略)
（2）　売上高の計上時期の適切性についての検討
当連結会計年度において計上された四国化成におけるエ
クステリア製品の売上高について以下の手続を実施し
た。
・決算期末月である3月度の取引のうち、一定の条件
（大口の売上等）を満たす取引について、注文書及び送
り状等を確認し、注文書にある得意先納期、納入先を踏
まえた出荷となっているかどうかを検討した。さらに、
一定の条件を満たす取引以外に対しては、サンプルベー
スで同様の検討を実施した。
・得意先に対する売掛金を母集団として得意先に対する
残高確認をサンプルベースで実施した。会社計上金額と
得意先回答金額の差異のうち出荷日と検収日の差異であ
る場合には、注文書及び送り状等を確認し、注文書にあ
る得意先納期に基づく出荷を実施した結果の差異である
かどうかを検討した。

 

(省略)
 

独立監査人の監査報告書
 (省略)

その他の記載内容
 (省略)

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
 
財務諸表監査における監査人の責任

(省略)
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(訂正後)
 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)

監査上の主要な検討事項
(省略)

3月に計上されたエクステリア製品の売上高の計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

(省略)
（2）　売上高の計上時期の適切性についての検討
当連結会計年度において計上された四国化成におけるエ
クステリア製品の売上高について以下の手続を実施し
た。
・決算期末月である3月度の取引のうち、一定の条件
（大口の売上等）を満たす取引について、注文書及び送
り状等を確認し、注文書にある得意先納期、納入先を踏
まえた出荷となっているかどうかを検討した。さらに、
一定の条件を満たす取引以外に対しては、サンプルベー
スで同様の検討を実施した。
・得意先に対する売掛金の違算内容を把握し、違算金額
に関するリスク評価を実施した。
・得意先に対する売掛金を母集団として得意先に対する
残高確認をサンプルベースで実施した。会社計上金額と
得意先回答金額の差異のうち出荷日と検収日の差異であ
る場合には、注文書及び送り状等を確認し、注文書にあ
る得意先納期に基づく出荷を実施した結果の差異である
かどうかを検討した。

 

(省略)
 

独立監査人の監査報告書
(省略)

その他の記載内容
(省略)

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
 
財務諸表監査における監査人の責任

(省略)
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